
令和６年 太田市教育委員会３月定例会会議録

開会年月日 令和 ６年３月１８日（月曜日） 午前 ９時３０分

閉会年月日 令和 ６年３月１８日（月曜日） 午前１０時４０分

開 会 場 所 尾島庁舎 ３階 教育委員会室

議 案 （件 名） 結 果

議案第５号 令和６年度太田市教育行政方針について

議案第６号 太田市教育委員会事務局組織に関する規則等の

一部改正について

議案第７号 太田市教育委員会公印規則の一部改正について

議案第８号 太田市奨学生の決定について（秘密会）

議案第９号 笹川清奨学生の決定について（秘密会）

議案第１０号 太田市教育委員会事務局の人事等について（秘

密会）

議案第１１号 太田市子育て支援対策学校給食費助成金交付規

則の一部改正について

議案第１２号 太田市社会教育指導員設置に関する規則の一部

改正について

議案第１３号 太田市青少年指導員設置規則の一部改正につい

て

議案第１４号 校長、副校長及び教頭の異動内申について（秘

密会）

議案第１５号 太田市英語等の検定料助成金交付規則の一部改

正について

議案第１６号 太田市教育支援委員会規則の一部改正について

議案第１７号 令和６・７年度太田市スポーツ推進委員の委嘱

について

議案第１８号 太田市美術館・図書館運営委員会委員の任命に

ついて
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事務局：

皆様、こんにちは。本日は、令和６年教育委員会３月定例会となります。傍聴者は、

おりません。それでは教育長、進行をお願いいたします。

議長（教育長）：

太田市教育委員会３月定例会を開会いたします。

日程第２、会議録署名委員は、池田委員、倉嶋委員にお願いいたします。

次に、日程第３、教育長報告を申し上げます。

中学校の卒業式では、教育委員さんをはじめ、多くの方々に大変お世話になりまし

た。とても良い卒業式でした。そして、予算特別委員会では、皆様に大変お世話にな

りました。不登校のことについて質問がありました。令和４年の出現率は、太田市は

２．５、全国は３．１ということで、全国より低く、現場の先生方が不登校予防に尽

力してくれています。また、昨日から地区懇談会がスタートしています。市長の方か

ら、来年合併２０周年ということで、地域の方々のご意見を聞きながら、これから新

たな太田市を発展させていきたいという話がありました。 また、３番目として 、人

事異動の時期に入ります。教育部で大変お世話になった方々が、異動なされると思い

ますが、心から感謝申し上げます。以上です。

続きまして、教育部長より報告等をお願いいたします。

教育部長：

大変お世話になります。今年度最後の定例教育委員会となります。１年間大変お世

事
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局
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話になりました。ありがとうございました。また、中学校の卒業式では、大変お世話

になりました。小学校の卒業式は、３月２２日にありますので、また、よろしくお願

いいたします。それから、３月定例議会が３月１５日に終わりました。不登校対策の

現状、学力向上の今後の取り組み、学校の高木の伐採などの環境整備、校舎の長寿命

化対策と改築の推進など、質問がございました。それから、予算特別委員会では、い

じめ、不登校、外国人日本語指導、学力向上対策などで、これはもう毎回のようにあ

がります。議員さんの中でも関心事項でございます。学校でも、重点課題として対策

を講じているところでございます。この議会で、新年度予算について可決いたしまし

たので、新年度に向けて準備してまいりたいと思います。また、本日の会議は議案が

多数あります。よろしくご審議をお願いいたします。

議長（教育長）：

ありがとうございました。

次に日程第４、議事に入ります。本日は、協議案件が１４件、事務報告が４件ござ

います。議案第８号、９号、１０号、１４号については、秘密会の申し出がありまし

たので、全ての議事が終了した後、最後に協議したいと思いますがよろしいですか。

全委員：

異議なし。

議長（教育長）：

長丁場になりますので、進行にご協力をお願いいたします。

それでは、議案第５号「令和６年度太田市教育行政方針について」教育総務課係長

より説明願います。

教育総務課係長：

「令和６年度太田市教育行政方針について」【提案理由説明】

議長（教育長）：

只今の説明につきまして、ご質疑等はございませんか。

倉嶋委員：

１０ページの「高校教育の充実」の成果指標の中で、普通科の学生の進学率が書か

れておりまして、商業科の学生は進学率でなくて地元企業への就職率が書かれている

のですが、進学率の目標設定はされないのでしょうか。

市立太田高校事務長：

現在のところ、商業科の進学率の目標設定というのはしておりません。
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倉嶋委員：

それは何か理由があるのでしょうか。

市立太田高校事務長：

特に理由があるというふうには伺っていないのですけれども、就職する生徒も一定

数おりまして、進学だけを指標として目標に設定するのは、難しいのかなとは考えて

おります。

倉嶋委員：

では、商業科で就職する人数は何人ぐらいですか。

市立太田高校事務長：

令和５年度の見込みですが２９名です。

倉嶋委員：

何名中２９名ですか。

市立太田高校事務長：

１５７名中でございます。

倉嶋委員：

そうすると、２割か３割くらいの方の目標値がここに設定されていて、残りの７割

ぐらいの学生さんは進学されるということですか。人数が多い進学の方の目標値も、

同時に設けた方が良いのではないかと思うのですが、いかがでしょうか

市立太田高校事務長：

近年は、やはり商業科から進学する生徒が非常に多い状況でありますので、そのへ

んを指標として入れられるように、研究してまいりたいと思います。

倉嶋委員：

進学もＩターンとＵターンのきっかけになると思いますので、地元企業に就職する

というのも非常に大切だと思うのですけれども、進学に関してもぜひ検討していただ

ければと思います。

議長（教育長）：

ありがとうございます。他にご質疑等はございますか。ないようですので、本案は

提案のとおりご承認ということでお願いいたします。

次に、議案第６号「太田市教育委員会事務局組織に関する規則等の一部改正につ

いて」教育総務課係長より説明願います。
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教育総務課係長：

「太田市教育委員会事務局組織に関する規則等の一部改正について」【提案理由説

明】

議長（教育長）：

只今の説明につきまして、ご質疑等はございませんか。ないようですので、本案は

提案のとおりご承認ということでお願いいたします。

次に、議案第７号「太田市教育委員会公印規則の一部改正について」教育総務課係

長より説明願います。

教育総務課係長：

「太田市教育委員会公印規則の一部改正について」【提案理由説明】

議長（教育長）：

只今の説明につきまして、ご質疑等はございませんか。ないようですので、本案は

提案のとおりご承認ということでお願いいたします。

次に、議案第１１号「太田市子育て支援対策学校給食費助成金交付規則の一部改正

について」学校施設管理課主幹より説明願います。

学校施設管理課主幹：

「太田市子育て支援対策学校給食費助成金交付規則の一部改正について」【提案理

由説明】

議長（教育長）：

今の説明につきまして、ご質疑等はございませんか。ないようですので、本案は提

案のとおりご承認ということでお願いいたします。

次に、議案第１２号「太田市社会教育指導員設置に関する規則の一部改正について」

生涯学習課長より説明願います。

生涯学習課長：

「太田市社会教育指導員設置に関する規則の一部改正について」【提案理由説明】

議長（教育長）：

只今の説明につきまして、ご質疑等はございませんか。ないようですので、本案は

提案のとおりご承認ということでお願いいたします。

次に、議案第１３号「太田市青少年指導員設置規則の一部改正について」生涯学習

課長より説明願います。
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生涯学習課長：

「太田市青少年指導員設置規則の一部改正について」【提案理由説明】

議長（教育長）：

只今の説明につきまして、ご質疑等はございませんか。ないようですので、本案は

提案のとおりご承認ということでお願いいたします。

次に、議案第１５号「太田市英語等の検定料助成金交付規則の一部改正について」

学校教育課長より説明願います。

学校教育課長：

「太田市英語等の検定料助成金交付規則の一部改正について」【提案理由説明】

議長（教育長）：

只今の説明につきまして、ご質疑等はございませんか。ないようですので、本案は

提案のとおりご承認ということでお願いいたします。

次に、議案第１６号「太田市教育支援委員会規則の一部改正について」学校教育課

長より説明願います。

学校教育課長：

「太田市教育支援委員会規則の一部改正について」【提案理由説明】

議長（教育長）：

只今の説明につきまして、ご質疑等はございませんか。

池田委員：

（障がいのある児童生徒）が１，１４５件に増えている、一番大きい原因は何です

か。

学校教育課長：

まず、学校現場で見取りというか、教員が子どもを見る力が向上していることがあ

げられます。平成２８年から３倍ということですが、平成２８年の教員の見取り方よ

りも、現在の見取り方の方がより適正に行われており、きめ細かな支援に努められて

いるかと思います。

池田委員：

そうすると、児童のレベルとしては同じだということですか。

学校教育課長：

社会の変化もひとつあるのかなというところに、遠因が考えられます。
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議長（教育長）：

よろしいですか。

池田委員：

はい。

議長（教育長）：

他にございますか。ないようですので、本案は提案のとおりご承認ということでお

願いいたします。

次に、議案第１７号「令和６・７年度太田市スポーツ推進委員の委嘱について」ス

ポーツ振興課長より説明願います。

スポーツ振興課長：

「令和６・７年度太田市スポーツ推進委員の委嘱について」【提案理由説明】

議長（教育長）：

只今の説明につきまして、ご質疑等はございませんか。ないようですので、本案は

提案のとおりご承認ということでお願いいたします。

次に、議案第１８号「太田市美術館・図書館運営委員会委員の任命について」美術

館・図書館長より説明願います。

美術館・図書館長：

「太田市美術館・図書館運営委員会委員の任命について」【提案理由説明】

議長（教育長）：

只今の説明につきまして、ご質疑等はございませんか。ないようですので、本案は

提案のとおりご承認ということでお願いいたします。

続いて、日程第５、事務報告を取り扱います。はじめに「１，０００万円以上工事

請負契約締結の報告について」学校施設管理課長より報告願います。

学校施設管理課長：

「１，０００万円以上工事請負契約締結の報告について」【概要報告】

議長（教育長）：

只今の報告につきまして、ご質疑等はございませんか。ないようですので、次の報

告事項にうつらせていただきます。

「１，０００万円以上工事請負契約締結の報告について」学校施設管理課主幹より

報告願います。
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学校施設管理課主幹：

「１，０００万円以上工事請負契約締結の報告について」【概要報告】

課長（教育長）：

只今の報告につきまして、ご質疑等はございませんか。

池田委員：

補助金の２分の１、３分の１というのはどういったことですか。

学校施設管理課主幹：

既存の給食室と同じ面積の場合は３分の１、それより大きくした場合は２分の１と

いうことでございます。今回は、３分の１でございます。

議長（教育長）：

よろしいですか。

池田委員：

はい。

議長（教育長）：

他にございませんか。ないようですので、次の報告事項にうつらせていただきます。

「令和６年度学校教育指導の重点について」学校教育課長より報告願います。

学校教育課長：

「令和６年度学校教育指導の重点について」【概要報告】

議長（教育長）：

只今の報告につきまして、ご質疑等はございませんか。

池田委員：

校長先生から出てきたものに対して、すり合わせは行うのですか。直接、教育委員

会との面談というようなかたちで。

学校教育課長：

校長が作成した学校経営方針について、教育委員会とのすり合わせはいたしません。

しかし、年度内にヒアリングというのを行っておりまして、各学校の課題とか、重点

とか、そういうものはこちらも指導させていただいておりますので、この指導の重点

も踏まえて反映されているものと思います。
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議長（教育長）：

よろしいでしょうか。他にございますか。

倉嶋委員：

幼保小の連携を新設していただいて非常にありがたいと思っております。加えて、

現状で放課後児童クラブを利用する児童が非常に多いかと思うのですけれども、放課

後児童クラブとの連携等は盛り込まないのでしょうか。

学校教育課長：

実際に、この学校教育指導の重点の中には、他部局になりますので、放課後児童ク

ラブとの連携は明記されておりません。しかし、学校訪問等行く中で、そういう課題

や学校からの質問というのはありますので、それは丁寧に、学校教育課も受けますし、

学校の方にも丁寧に対応するようにということは伝えております。

倉嶋委員：

学童クラブは、家庭環境によって、家庭にいる時間と家庭にいる時間との間をつな

ぐ施設だと思っているのですけれども、その中の生活で、非常に重要な人間関係の構

成であったり、学力の面や生活に関しても学びの場であると思います。学童クラブ側

でもきっと、児童に対する指導であったり、個別対応に関して悩んでいることがたく

さんあると思います。実際、学校側に問い合わせることもあると思うのですけれども、

なかなか情報共有が難しいという現状があるというふうに認識しております。個人情

報の部分は守らなければならないと思うのですけれども、子育て、子どもの教育とい

う意味での情報共有と、学校の先生に学童クラブへの訪問等もしていただけたらと思

っております。そういった、情報交換、交流の機会等は設けていただけるか、教えて

いただきたいと思います。

学校教育課長：

学童クラブ、プラッツといったところの職員と、主に教頭先生が連携を図るという

現状が多いかなと思います。今後も、校長会や教頭会で、丁寧な対応について指導、

支援していきたいと考えております。

議長（教育長）：

よろしいでしょうか。それでは、次の報告事項にうつらせていただきます。

「令和６年度学校人権教育指導方針について」学校教育課長より報告願います。

学校教育課長：

「令和６年度学校人権教育指導方針について」【概要報告】
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議長（教育長）：

只今の報告につきまして、ご質疑等はございませんか。

池田委員：

１８－２ページの全体計画や年間教育に盛り込まれている人権尊重課題の現状の

ところで、盛り込まれているのが全校ではないのはどうしてですか。

学校教育課長：

実際に取り入れていなかったというのが現状でございます。

池田委員：

それは、なぜ取り入れていなかったのでしょうか。

学校教育課長：

形骸化されている部分が、学校現場であるのかなと思います。ここのへんを踏まえ

て、各学校にはしっかりと重点として取り入れるように、指導していきたいと考えて

おります。

池田委員：

分かりました。

議長（教育長）：

よろしくお願いします。他にございませんか。

倉嶋委員：

ＬＧＢＴＱについての研修を増やすということですけれども、研修というよりは、

各学校の取り組みを具体的に、例えば制服であったりとか、呼び方であったりとか、

そういったことに、具体的に取り組んでいくということでよろしいのですか。

学校教育課長：

昨年度も、教員に対する研修を、ＬＧＢＴＱの指導者を迎えて、インターネットで

やったことがありました。委員のおっしゃるとおり、今後、例えば、「くん」「さん」

付けではなく、「さん」付けで統一していくとか、 また、制服については、女子のス

ラックスというのは、ほとんどの学校で取り入れておりますので、具体的な指導の内

容をきちんと伝えていけると良いかなと考えております。以上です。

倉嶋委員：

ありがとうございます。ＬＧＢＴＱと同和教育が並列になっています。もちろん人

権問題なので、両方とも非常に重要なことだと思うのですけれども、歴史的背景であ
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ったりという部分と、現代の問題と言っていいのか、新たな問題だと思うのですけれ

ども、これは別に考えて研修した方が、具体的に問題が分散しないのではないかなと

思います。いかがでしょうか。

学校教育課長：

県の重要課題というのは、１１課題ございます。これ以外にも、高齢者とかいじめ

とか、そのようなものがございますが、その中で今回、特に同和問題につきましては、

対市交渉を踏まえたうえで、県の調査の認知率、市の認知率が下がっているというこ

とがございます。特にここは意識していきたいと考えております。そして、議会等で

も、ＬＧＢＴＱは多く取り上げられております。並列されているかたちになりますけ

れども、他の重要課題もありますが、今回この２点というところに焦点化してまいり

たいと思います。研修をするときには、別の内容になりますが、そのように学校に伝

えていけたらと思います。

倉嶋委員：

別の問題ととらえて研修いただけるということで、理解いたしました。

議長（教育長）：

他にございますか。

池田委員：

同和の問題なのですが、昔、我々の時代は非常に深いところまであったのですが、

やはり先生たちが若くなってくると、それに対しての認知率が下がってくるというこ

とで、よろしいでしょうか。

学校教育課長：

１１課題のうちのひとつということで、教えづらいと考えている教員がおります。

そこで、先ほど示しましたが、資料の中で、例えば小学校で「山の粥」、中学校で「峠」

という資料があります。それは、毛里田小、休泊中で具体的に指定をして、授業を行

ったものです。要は、ただ、やってくださいではなくて、具体的なものを取り上げて、

それをどうやって教えたら良いか、そういうのも含めて、市教委の方から情報提供し

てやっていただくように、教員にとってやりやすい内容にしていきたいと考えており

ます。

議長（教育長）：

よろしいですか。

池田委員：

はい。



11

議長（教育長）：

他にございませんか。意見等がないようですので、以上で事務報告を終了します。

他に何かございますか。

市立太田高校事務長：

先ほど説明いたしました中で、数字の訂正がございます。商業科の本年度の卒業生

ですが、１５７名と説明いたしましたが、１５５名と訂正をさせていただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。

議長（教育長）：

よろしいですか。それでは、事務局より連絡をお願いいたします。

事務局：

事務局より連絡申し上げます。教育委員会４月定例会を４月１７日水曜日、午後２

時から、尾島庁舎教育委員会室で開催予定です。よろしくお願いいたします。

議長（教育長）：

この後は秘密会となります。議案に関係する方のみ、お残りください。暫時休憩と

します。

― 休 憩 ―

【 秘 密 会 】

学校教育課長：

「校長、副校長及び教頭の異動内申について」【提案理由説明】

可決

教育総務課係長：

「太田市奨学生の決定について」【提案理由説明】

可決

教育総務課係長：

「笹川清奨学生の決定について」【提案理由説明】
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可決

教育総務課係長：

「太田市教育委員会事務局の人事等について」【提案理由説明】

可決


